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北海道銀行（頭取 笹原 晶博）では、長期間利用されていない預金口座が不正利用されるこ

とによる被害を防止するため、2020年 10月 1日（木）以降に開設される普通預金口座（総合口

座を含む）および貯蓄預金口座について、「未利用口座管理手数料」および残高が同手数料に 

満たない場合の口座解約の定めを新設いたします。 

 なお、2020年 9月 30日（水）までに開設された普通預金口座（総合口座を含む）および貯

蓄預金口座には、未利用口座管理手数料のご負担はありません。 

 

記 

 

１．未利用口座管理手数料 

対象口座 
2020年 10月 1日以降に開設された全ての普通預金口座（総合口座を含む） 

および貯蓄預金口座 

対象条件 

最後のお取引から 2年以上、一度もお取引※がない口座が対象 

※お取引とは、当該口座のお利息入金を除くお預け入れ、本件手数料の引落し

を除く払い出し、記帳等が含まれます。 

ただし、次の場合は対象となりません。 

・当該口座の預金残高が 10,000円以上のお客さま 

・借入残高が 1円以上のお客さま 

・預かり資産（定期預金、投資信託等）が 1円以上のお客さま 

取り扱い 

（1）対象口座のお客さまには、銀行へ登録されているご住所に事前に文書に

て通知いたします。 

（2）通知後、一定期間（約 3ヵ月）経過しても、ご利用またはご解約がない

場合に、本手数料を引落しいたします。 

（3）残高不足により本手数料の引落としができなかった場合、残高全額を本

手数料の一部として引落としさせていただき、当該口座は自動的に解約

いたします。 

手数料金額 年間 1,320円（税込み） 

 

２. 改定となる預金規定 

・普通預金規定 

・貯蓄預金規定 

 

 

未利用口座を対象とした 

「未利用口座管理手数料」および「口座解約」の導入について 

 



 

３. 改定内容（例：普通預金規定）     

 

以下の条項を新設する予定です。 

普通預金規定（抜粋）「未利用口座管理手数料」条項の新設 

17.（未利用口座管理手数料） 

（1）当行が定める一定期間、利息決算以外の預け入れまたは本条に定める未利用口座管理手 

  数料（以下「未利用口座管理手数料」といいます）以外の払戻等、所定のご利用がない場   

  合には、この預金口座を未利用口座とし、当行が定める未利用口座管理手数料をお支払 

  いいただきます。 

（2）当行は未利用口座管理手数料を、未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法に 

  より引落しできるものとします。 

（3）未利用口座の預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当行は当該預金残高全 

  額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、預金者に通知することなく当該未利 

  用口座を解約することができるものとします。 

（4）未利用口座管理手数料の引落しは、第 13条第 4項または第 14条第 4項の預金口座の利用

には含まれないものとします。 

（5）引落しとなった未利用口座管理手数料についてはご返却いたしません。また、第 3項の規

定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。 

（6）前 5項は 2020年 10月 1日以降に開設された預金口座に適用されるものとします。 

 

４．該当するＳＤＧｓの目標 

 

 

 

以 上 

 

 

SDGsは Sustainable Development Goals の略称で、2015 年に国連で採択された 2030 年ま

でに達成すべき 17 の目標と 169 の具体的なターゲットを定めた「持続可能な開発目標」です。 

ほくほくフィナンシャルグループは、2019 年４月に「SDGｓ宣言」を表明しました。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

北海道銀行 営業企画部  髙橋・園田 TEL 011-233-1092 

      広報ＣＳＲ室 小山・西東 TEL 011-233-1005 

 


